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証券取引等監視委員会による当社元社員に対する 

課徴金納付命令の勧告について 
 
 

本日、証券取引等監視委員会から、当社元社員による金融商品取引法違反（インサイダー取引）の事実が認め
られたとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当該当社元社員に対する課徴金納付命令を発出するよう
勧告を行ったとの発表がありました。 

 
当社はこれまで、機密情報の管理体制を整備するとともに、自社株式の売買等に関する事前届出義務や売買禁

止期間制度などの規制を設け、インサイダー取引の未然防止に努めてまいりました。また、社内教育を通じて情
報の適正な取り扱いについて周知徹底を行ってまいりました。それにも関わらず、今回、当社元社員による法令
違反行為が発生したことは誠に遺憾であり、厳粛に受けとめております。 

 
今後は、従業員に対するインサイダー取引防止を含めた法令遵守に関する教育をより一層徹底し、対策に取り

組んでまいります。 
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